
7．病院群の構成等 様式Ａ－１別表

基幹型臨床研修病院を申請する臨床研修病院の名称（所在都道府県）：　　　　 島田市立総合医療センター （　静岡県　）

所在都道府県 二次医療圏 名称 新規 所在都道府県 名称 新規 所在都道府県 名称 新規 名称 定員

静岡県
静岡県立こころの
医療センター
(病院施設番号:　030382　)

静岡県
静岡県中部健康福祉センター

(病院施設番号: 032734　)

島田市立総合医療セン
ター臨床研修プログラム

10

静岡県
医療法人社団宗美会
清水駿府病院
(病院施設番号:　030815 )

静岡県
高木医院

(病院施設番号:　056459　)

静岡県
焼津市立総合病院

(病院施設番号:　030385　)
静岡県

レシャード医院

(病院施設番号:　188883　)

静岡県
中東遠総合医療センター

(病院施設番号:　030387　)
静岡県

おくだクリニック
(病院施設番号:　　　　　)

静岡県
藤枝市立総合病院

(病院施設番号:　030384　)
沖縄県

沖縄県立八重山病院

(病院施設番号:　032261　)

静岡県
静岡県立こども病院

(病院施設番号:　031655　)
静岡県

静岡県赤十字血液センター

(病院施設番号:　033422　)

静岡県
浜松医科大学医学部附属病院

(病院施設番号:　030394　)
静岡県

本川根診療所

(病院施設番号:　5501608　)

静岡県
静岡県立総合病院

(病院施設番号:　030378　)
静岡県

おかにし内科糖尿病・甲状腺クリ
ニック

(病院施設番号:　　)

静岡県
(病院施設番号:　　　　　)

静岡県

独立行政法人地域医療機能推進機
構 桜ヶ丘病院

(病院施設番号:　　　　　)

静岡県
(病院施設番号:　　　　　) (病院施設番号:　　　　　)

※　該当する項目について、上から病院施設番号順に詰めて記入すること。

※　病院群を構成する全ての基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設の所在都道府県、二次医療圏、名称を

　　それぞれの「所在都道府県」、「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、新たに臨床研修協力病院の申請を行っている病院がある場合は

　　「新規」欄に「○」を記入すること。

八重山

静岡市

志太榛原

志太榛原

静岡市

二次医療圏

志太榛原

志太榛原

志太榛原

志太榛原

静岡市

西部

静岡市

志太榛原

同一圏内に精神科病院がないため入院施設のある近隣の県立こころの医療センターと清水駿府病院を協力病院としている
同一圏内である焼津市立総合病院のみでは、研修受入れ人数に制限があるため、同一圏外ではあるが、近隣である中東遠総合医療センター、藤枝市立総合病院、静岡県立総合病院
を産婦人科研修の協力病院としている
常勤医2名体制の当院のみでは研修受入れ人数に制限があるため、同一圏内である藤枝市立総合病院および、同一圏外ではあるが近隣である県立こども病院を小児科研修の協力病
院としている
市内の診療所にて地域医療研修を行っているが、研修受入れ人数に制限があるため市外ではあるが過疎地・へき地での診療経験ができる本川根診療所を協力施設に追加している。
同様の理由により、県外ではあるが離島での診療経験ができる沖縄県立八重山病院を協力施設に追加している。
浜松医科大学医学部附属病院では、多くの診療科を有しており当プログラムにおいて選択科目を充実させることができるため同一圏外ではあるが協力型病院としている

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

基幹型臨床研修病院（当該病院） 協力型臨床研修病院 臨床研修協力施設 研修プログラム

静岡県 島田市立総合医療セン
ター

(病院施設番号:030383)

二次医療圏

静岡市

静岡市

志太榛原

中東遠

志太榛原


